
企業行動指針 

 

（人権の尊重と保護） 

第１条 我々舞台ファームは、全てに優先して企業活動に関わる全ての人々の人権を尊重・

保護し、信頼関係を築き生産性向上に努めます。 

 

１． 国際的に宣言されている「国際人権章典」「労働における基本的原則および権利に関す

る国際労働機関（ＩＬＯ）宣言」等を尊重する。 

２． 直接、間接を問わず人権侵害に加担しない。 

３． 各国・地域の法令で人権保護が不十分な場合は、「国際人権章典」「労働における基本

的原則および権利に関する国際労働機関（ＩＬＯ）宣言」等の国際的に宣言されてい

る基準に基づいて保護することに努める。 

４． 事業活動の都合により、人権の尊重と保護を蔑ろにしない。 

５． 人権侵害が確認された場合は、救済対応を実施する。 

６． 人権尊重・保護のための方針の策定、体制の構築、教育の実施、内部通報制度などを

整備する。 

 

（法令遵守） 

第２条 各国・地域で適用される法令や関連する国際ルール並びにそれらの趣旨を遵守し、

法令遵守のための方針の策定、体制の構築、教育の実施、内部通報制度などを整備し

ます。 

 

（児童労働の禁止、若年労働者の保護） 

第３条 健全な社会の発展と持続可能な社会のために児童への教育は必須であり、その機会

を妨げる児童労働を撤廃します。 また、若年労働者は、社会への適応力が未熟なため

十分な保護を行う。 

 

１． 従業員を雇用する際に、必ず全員の年齢を確認する。 

２． 現地法令、および国際労働機関（ＩＬＯ）で定められた条約に違反する児童を雇用し

ない。 

３． 18 才未満には、夜間および危険な環境での就業をさせない。 

 

（強制労働の禁止） 

第４条 労働は従業員の自主的な意思に基づき行われるようにし、強制労働をさせません。 

ここでいう禁止の対象には、処罰の脅威によって強制される労働のみならず、自らの

自由な意思に基づかない労働、サービスも含まれます。 



１． 強制、拘束、強要された奴隷的労働は廃止する。 

２． 供託金、身分証明書原本の預託を強要しない。 

３． 退職は自由意思に基づいて行われる。 

４． 勤務時間終了後は退社でき、同意のない残業を強要しない。 

５． カメラ設置や警備員配置等は、防犯・情報管理や労働安全管理等が目的であり、従業

員監視を目的としない。 

 

（生活賃金の支払い） 

第５条 働きがいのある人間らしい仕事を提供し、従業員の健康で文化的な生活を支える賃

金を支払うことに努めます。 生活賃金を満たし、児童労働の根絶や社会の安定に貢

献します。 

 

１． 賃金は現地法令または業界で定められたいずれかの高い方の最低賃金以上を支払う。 

２． 残業手当は、法的に義務付けられた比率以上で支払う。 

３． 全ての法的義務のある手当や福利厚生を提供する。 

４． 各国・地域の標準的食生活を満たすための任意の収入を提供する。 

５． 雇用条件に関する情報は、明文化され容易に理解でき、常時閲覧できるようにする。 

６． 賃金が支払われるたびに、その対象期間や明細を知らせるようにする。 

７． 賃金を正確に計算し、その根拠を明示する。 

 

（虐待・ハラスメント・差別・懲罰の撤廃） 

第６条 虐待・ハラスメント・差別・懲罰を撤廃し、人間らしいやりがいのある職場環境づ

くりを推進します。 差別は、働く機会を不当に奪い、基本的人権を損なうばかりでな

く、本来社会にもたらし得た多くの貢献、人的資源を否定することになり、多大な社

会的損失を生みだします。 

 

１． 身体的・精神的虐待または虐待の脅威、性的・権力的またはその他ハラスメントを禁

止し、防止策を実施する。 

２． 採用、賃金、昇進、異動、教育、および解雇・退職において、人種、肌の色、性別、

宗教、政治的見解、出身地、社会的出自、年齢、障がい、ＨＩＶ／エイズへの感染、労働組

合への加入および性的指向・性自認などに基づく差別を禁止・撤廃し、機会均等を図る。 

３． 虐待・ハラスメント・差別・懲罰が確認された場合は救済対応を行う。 

４． 金銭的懲罰は現地法令で認められている範囲内とする。 懲戒手続きや懲罰金額は、法

令で認められた範囲内であり従業員の生活に支障をきたさない範囲で設定し、就業規則等

に明文化し、周知徹底する。 

 



（雇用・労働者保護） 

第 7 条 企業活動に従事する人々を適正に雇用し、人権保護、安全と健康への配慮を行い、

衛生的・機能的で働きがいのある人間らしい仕事と環境を提供します。 

 

１． 従業員を雇用する際には、現地法令に基づいた適切な労働契約書を締結する。 

２． 労働時間、休憩、休日は現地法令または業界で定められたいずれかの労働者に有利な

条件を適用する。 

３． 超過勤務は本人の同意を得た上で実施する。 

４． 労働時間は、国際労働機関（ＩＬＯ）の勧告に準じる基準を達成するよう努める。 

＊ＩＬＯ「労働時間の短縮に関する勧告」1962 年（農業、海運および海上漁業を除く） 

・ 週 40 時間の原則を、社会的基準として漸進的に達成する。 

・ 労働時間の短縮に際しては、労働者の賃金を減少させない。 

・ 所定の労働時間が、現に 1 週 48 時間以上のところでは、48 時間の水準まで短縮する

ための措置を直ちにとる。 

５．現地法令に従い、自己の選択によって労働組合の結成と加入ができるようにする。 

６．労働組合の組織、加入、および、求職や昇進、解雇または転勤の決定などの活動に関し、

差別を禁止する方針と手順を導入する。 

７． 使用者、労働組合および労働者の代表は、三者にとって満足のいく合意に達するため、

自由に問題点を協議し、健全な労使関係を構築する。 

８． 職場の建造物・設備と従業員に提供される住居は、従業員の安全を確保するに十分な

基準を満たすものとし、現地の建築基準規制に関する法令による認可を受けており、適切に

点検され検査に合格しているようにする。 

９． 職場と従業員に提供される住居に現地法令の基準を満たす非常口および避難通路・標

識を設置し、定期的点検と避難訓練を行う。 

１０． 従業員に、衛生的なトイレと飲料水を提供し、就業時間中の利用について規制しな

い。 

１１． 従業員に、作業を安全に行うために必要な防護具、作業方法の説明、およびトレー

ニングなどを提供する。 

１２． 化学薬品の取扱い・保管を適切に行い、事故の予防と事故発生時の被害拡大防止に

努める。 

１３． 福利厚生に関連する法規制を遵守し、従業員が安心して働ける待遇の整備に努める。 

 

（地球環境保全） 

第 8 条 原材料の調達、製造、供給などあらゆる場面で地球環境に配慮した事業を行い、持

続可能な社会の実現に貢献します。 

 



１． 各国・地域の環境に関する規制および国際条約を遵守する。 

２． 国際条約または法規制で禁止されている化学物質、およびセブン＆アイグループ各事

業会社より使用を禁止されている化学物質は使用しない。 

３． 廃棄物・排気・排水は適正に管理し、環境汚染を予防する。 

４． 事業が環境に与える影響の適正な把握に努める。 

５． 生物多様性の重要性を認識し、保全に努める。 

６． セブン＆アイグループ各事業会社のＰＢ商品を扱う取引先として、セブン＆アイグル

ープ『ＧＲＥＥＮ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ ２０５０』の目標達成に協力する。 

７． 環境に優しい技術の開発と普及に努め、積極的に導入します。 

 

（機密漏洩防止・情報管理） 

第 9 条 情報資産の「機密性」「完全性」「可用性」が保たれ、故意、または過失による情報

漏えい、盗難、改ざんおよび破壊等の脅威から保護します。 

 

１． 情報セキュリティを維持管理するための組織体制を確立し、役割と責任を定める。 

２． 全ての情報の使用は業務目的の達成のためだけに限定し、目的外使用や私的使用を禁

止し、他人に利用させない。 

３． 情報セキュリティ関連規程を制定・維持し、全従業員に対し教育・訓練を定期的に行

う。 

４． 情報セキュリティ事件・事故の発生に備え、効果的な対策を迅速に行うための体制と

手順を確立する。 

５． 災害や事故等の発生に備え、事業継続計画を策定し、情報セキュリティの確保に努め

る。 

６． 情報セキュリティに関する法令、規制および契約上の義務を遵守する。 

７． 自主点検および内部監査を実施し、情報セキュリティ関連規程が遵守され、情報セキ

ュリティを確保するための管理策が妥当かつ有効であることを検証し是正する。 

８． 従業員のソーシャルメディア利用による情報漏洩、人権侵害、違法行為等を防止する

為に利用管理規程等を定め、教育に努める。 

 

（個人情報管理） 

第 10 条 個人情報の保護は事業の重要課題および社会的責任であり、全役職員が取り組む

義務と位置づけて適正に業務を行わせる。 

 

１． 特定された利用目的以外に個人情報を利用せず、当該利用目的の範囲を超えて利用す

る場合は予め本人の同意を得る。 

２． 個人情報を保護するための組織体制を確立し、役割と責任を定める。 



３． 法令等を遵守した適切な個人情報の取得、管理、利用、および提供を行う。 

４． 個人情報漏洩事件・事故が発生した場合は、速やかに関係機関・セブン＆アイグルー

プ各事業会社担当者に報告し、被害拡大防止策を行う。 

 

（品質管理とエシカル対応） 

第 11 条 社会に豊かで健康的な生活を提供できるよう、安全・安心と、「新しさ」「上質」を

追求し、お客様に満足していただける商品・サービスを提供することに努めます。 最

終消費者に安全・安心でエシカルな商品を提供するために、セブン＆アイグループ各

事業会社から要請された品質基準、および以下の事項を遵守します。 

 

１． 商品・サービスの原材料調達、製造・制作、運搬、最終消費者への提供、廃棄の過程

にて人権の尊重・保護・救済、雇用・職場環境への配慮、地球環境保全などに責任を

果たす。 

２． 生産国および販売国で定められている品質基準・表示基準をいずれも遵守する。 

３． お客様の立場に立って、商品・サービスの開発・提供を行い、最終消費者に満足して

いただける品質の向上に努める。 

４． 商品・サービスの開発・提供に対して高い倫理観を持ち、法令・社会規範を遵守する。 

５． 最終消費者に商品・サービスに係わる必要な情報を適切かつ、わかりやすい方法で提

供する。 

６． 子ども向けまたは子どもが接触する可能性のある製品およびサービスが安全であり、

子どもに精神的、道徳的、身体的な害をもたらすことのないことを確保する。 

 

（地域社会・国際社会との関係） 

第 12 条 事業を行う国・地域の人権・環境・文化・宗教・習慣などを尊重し、持続可能な社

会の実現に貢献します。 

 

１． 対話を通して国際社会や地域社会のさまざまな社会的課題を把握し、協力・連携、事

業などを通じてこれら課題の解決に貢献する。 

２． 地域住民の生存・健康を阻害する事業行為を行わない。 

３． 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ、

特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力の共生者とは一切つながりを持たない。 

４． 反社会的勢力との関係遮断のための措置を講じ、仕入先様等のお取引先様が反社会的

勢力にあたらないことを確認し、各種契約書に反社会的勢力を排除する条項を定める。 

 

（腐敗防止と公正な取引） 

第 13 条 公正、透明、自由な競争並びに適切な取引を行い、政治、行政との健全かつ正常な



関係を保ちます。 

 

１． 強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗取引に関与しない。 

２． 事業を行う中で、不正、違法、または背任にあたるような行為を引き出すような贈与、

融資、謝礼、報酬その他利益を直接的または間接的に供与または受領しない。 

３． 腐敗防止対策の方針と教育体制を整備する。 

４． 自由で公正な競争を尊重し、独占禁止法などの法令や社内ルールを守る。 

５． 取引にあたっては健全な商慣習に従い、適切な条件のもと取引を行い、私的な利益は

受けない。 

６． 政治献金や国内公務員・外国人公務員およびこれらに準ずる者に対する贈り物・接待・

金銭的利益は各国の法令に従って実施し、政治・行政とは正常な関係を保つ。 

 

（知的財産の保護） 

第 14 条 

１． 自社が保有または自社に帰属する知的財産権などが第三者に侵害されないよう保護し、

注意を払う。 

２． 第三者の特許・実用新案・意匠・商標・営業機密などの知的財産の不正入手や不正使

用、ソフトウェアの無断使用、書籍・各種メディア情報の不正コピーなどの権利侵害を一切

行わない。 

 

（輸出入管理） 

第 15 条 

１． 製品や原材料などの輸出入に関する全ての法令を遵守する。 

２． 製品や原材料における資金・物資の提供、または労働の対価としての賃金について国

際経済制裁の対象となっている国や地域・団体・個人とは、一切関わりを持たない。 

 

（内部通報制度の整備） 

第 16 条 社内外から組織的または個人的な不正行為に関する通報及びそれに関する相談を

適切に処理するための仕組みを導入し、人権侵害・不正行為の未然防止、早期発見及び是正

を図り、人権保護・コンプライアンスの徹底に努めます。 

 

（災害対策） 

第 17 条 自然災害を想定し、従業員と地域住民の安全確保を第一に被害を最小限にとどめ

る対策を施します。 また、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、事業の継続または早期

復旧を可能とするための事業継続計画を策定し、定期的にシミュレーションを行い計画の

見直しを行います。 



（サプライチェーンへの展開） 

第 18 条 お取引先様の仕入先様に対しても、本指針の理解・浸透に努めるとともに、必要

に応じて適宜、支援・是正対応を行います。 

 

附則 本規定は、令和 6 年 7 月１日より施行する。 


